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農
林
水
産
省

○

令
第
三
号

国
土
交
通
省

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及

び
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
外
壁
関
係
）

（
外
壁
関
係
）

第
八
十
条
の
四

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
の
規
定
に
係
る
法

第
八
十
条
の
四

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
の
規
定
に
係
る
法

第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条

第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条

第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、

第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
外
壁
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七

ロ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
外
壁
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七

条
の
二
の
四
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
外
壁
に
限

条
の
二
の
四
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
外
壁
に
限

る
。
）
が
、
同
令
第
百
九
条
の
十
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
同

る
。
）
が
、
同
令
第
百
九
条
の
九
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
同

号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又

号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又

は
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

は
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
防
火
地
域
関
係
）

（
防
火
地
域
関
係
）

第
八
十
二
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
（
建

第
八
十
二
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
（
建

築
基
準
法
第
六
十
一
条
（
防
火
地
域
内
に
あ
る
畜
舎
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

築
基
準
法
第
六
十
一
条
（
防
火
地
域
内
に
あ
る
畜
舎
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
な
い
認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め

け
な
い
認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
畜
舎
等
の

る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
畜
舎
等
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部

分
と
す
る
。

分
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
認
定
畜
舎
等
以
外
の
認
定
畜
舎
等

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず

一

次
号
に
掲
げ
る
認
定
畜
舎
等
以
外
の
認
定
畜
舎
等

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

(5)

(1)

(5)



- 3/16 -

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(3)

(1)

(3)

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
外
壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
外
壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ

(4)

(4)

る
部
分
に
、
二
十
分
間
防
火
設
備
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条

る
部
分
に
、
二
十
分
間
防
火
設
備
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条

の
十
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
二
十
分
間
防
火
設
備
を
い
う
。

及
び
第

の
十
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
二
十
分
間
防
火
設
備
を
い
う
。

及
び
第

(4)

(5)

(4)

(5)

八
十
六
条
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(5)

(5)

二

（
略
）

二

（
略
）

（
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
）

（
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
）

第
八
十
六
条

（
略
）

第
八
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号

（
新
設
）

（
建
築
基
準
法
第
六
十
二
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
係
る
法
第
七
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項

第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ

い
て
は
、
当
該
認
定
畜
舎
等
に
お
け
る
屋
根
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
当
該
行

為
と
す
る
。

４

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
の
規
定
に
係
る
法
第
七
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
第
二

号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て

は
、
当
該
認
定
畜
舎
等
に
お
け
る
外
壁
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
当
該
行
為
と

す
る
。

５

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
（
外
壁
（
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ

（
新
設
）

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
木
造
の
認
定
畜
舎
等

に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
第
七
十

八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
木
造
の
認
定
畜
舎
等
に
お
け
る
外

壁
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
当
該
行
為
と
す
る
。

６

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
（
軒
裏
（
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ

（
新
設
）

る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
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の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
木
造
の
認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項

第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ

い
て
は
、
当
該
木
造
の
認
定
畜
舎
等
に
お
け
る
屋
根
及
び
外
壁
以
外
の
部
分
に
係

る
全
て
の
当
該
行
為
と
す
る
。

７

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
（
屋
根
に
係
る
部
分
に
限
る
。

（
新
設
）

）
の
規
定
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
木
造
の
認
定
畜

舎
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
第

七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
木
造
の
認
定
畜
舎
等
に
お
け

る
屋
根
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
当
該
行
為
と
す
る
。

８
～

（
略
）

３
～
６

（
略
）

11

別
表
第
一
（
第
六
十
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
六
十
四
条
関
係
）

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

畜
舎
等
（
発
酵
槽

（
略
）

畜
舎
等
（
発
酵
槽

（
略
）

（一）

(一)

等
を
除
く
。
以

等
を
除
く
。
以

下
こ
の
表
に
お

平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

下
こ
の
表
に
お

平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

い
て
同
じ
。
）

い
て
同
じ
。
）

間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び

間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び

床
面
積

床
面
積

二
以
上
の
避
難
口
の
位
置

二
以
上
の
避
難
口
の
位
置

増
築
、
改
築
又
は
第
二
条
各

（
略
）

号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
面
以
上
の
立
面

縮
尺

当
該
増
築
、
改
築
又
は
第
二

図
又
は
断
面
図
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条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係

地
盤
面

る
部
分

申
請
に
係
る
畜
舎
等
の
各
部

（
略
）

分
の
高
さ

二
面
以
上
の
立

縮
尺

（
略
）

面
図
又
は
断
面
図

地
盤
面

（
略
）

(二)

申
請
に
係
る
畜
舎
等
の
各
部

分
の
高
さ

増
築
、
改
築
又
は
第
二
条
各

号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
、
改
築
又
は
第
二

条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係

る
部
分

（
略
）

（
略
）

(二)

別
表
第
二
（
第
六
十
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
六
十
四
条
関
係
）

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項
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畜
舎
等
（
発
酵
槽

（
略
）

畜
舎
等
（
発
酵
槽

（
略
）

（一）

(一)

等
を
除
く
。
以

等
を
除
く
。
以

下
こ
の
表
に
お

平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

下
こ
の
表
に
お

平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

い
て
同
じ
。
）

い
て
同
じ
。
）

間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び

間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び

床
面
積

床
面
積

壁
及
び
筋
か
い
の
位
置
及
び

壁
及
び
筋
か
い
の
位
置
及
び

種
類

種
類

開
口
部
の
位
置

開
口
部
の
位
置

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

の
外
壁
の
位
置
及
び
構
造

の
外
壁
の
位
置
及
び
構
造

二
以
上
の
避
難
口
の
位
置

二
以
上
の
避
難
口
の
位
置

増
築
、
改
築
又
は
第
二
条
各

（
略
）

号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
面
以
上
の
立
面

縮
尺

当
該
増
築
、
改
築
又
は
第
二

図

条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係

開
口
部
の
位
置

る
部
分

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

（
略
）

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造

二
面
以
上
の
立
面

縮
尺

二
面
以
上
の
断
面

縮
尺

図

図

開
口
部
の
位
置

地
盤
面
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延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

床
及
び
屋
根
（
天
井
が
あ
る

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造

場
合
は
、
天
井
）
の
高
さ
、

軒
及
び
ひ
さ
し
の
出
並
び
に

増
築
、
改
築
又
は
第
二
条
各

畜
舎
等
の
各
部
分
の
高
さ

号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

（
略
）

当
該
増
築
、
改
築
又
は
第
二

条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係

（
略
）

(二)

る
部
分

二
面
以
上
の
断
面

縮
尺

図

地
盤
面

床
及
び
屋
根
（
天
井
が
あ
る

場
合
は
、
天
井
）
の
高
さ
、

軒
及
び
ひ
さ
し
の
出
並
び
に

畜
舎
等
の
各
部
分
の
高
さ

増
築
、
改
築
又
は
第
二
条
各

号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
、
改
築
又
は
第
二

条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係

る
部
分

（
略
）

（
略
）

(二)
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別
表
第
九
（
第
七
十
二
条
関
係
）

別
表
第
九
（
第
七
十
二
条
関
係
）

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

(一)

(一)

・

（
略
）

・

（
略
）

(二)

(二)

第
八
十
条
か
ら
第

既
存
不
適
格
調
書

既
存
建
築
物
の
基
準
時
及
び

第
八
十
条
か
ら
第

既
存
不
適
格
調
書

既
存
建
築
物
の
基
準
時
及
び

(三)

(三)

八
十
七
条
ま
で
の

そ
の
状
況
に
関
す
る
事
項

八
十
七
条
ま
で
の

そ
の
状
況
に
関
す
る
事
項

規
定
が
適
用
さ
れ

規
定
が
適
用
さ
れ

る
認
定
畜
舎
等

平
面
図

増
築
、
改
築
又
は
第
七
十
八

る
認
定
畜
舎
等

条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

第
八
十

第
八
十
条
第
一
号

第
八
十
条
第
一
号
イ
若
し
く

は
、
当
該
増
築
、
改
築
又
は

条
の
規

イ
若
し
く
は
ロ
、

は
ロ
、
第
二
号
イ
若
し
く
は

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

定
が
適

第
二
号
イ
若
し
く

ロ
又
は
第
三
号
イ
に
規
定
す

行
為
に
係
る
部
分

用
さ
れ

は
ロ
又
は
第
三
号

る
構
造
方
法
に
関
す
る
事
項

る
認
定

イ
の
規
定
に
適
合

二
面
以
上
の
立
面

増
築
、
改
築
又
は
第
七
十
八

畜
舎
等

す
る
こ
と
の
確
認

図
又
は
断
面
図

条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し

に
必
要
な
図
書

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
増
築
、
改
築
又
は

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

行
為
に
係
る
部
分

第
八
十

第
八
十
条
第
一
号

第
八
十
条
第
一
号
イ
若
し
く

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

条
の
規

イ
若
し
く
は
ロ
、

は
ロ
、
第
二
号
イ
若
し
く
は

条
の
二
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定
が
適

第
二
号
イ
若
し
く

ロ
又
は
第
三
号
イ
に
規
定
す

第
一
項

そ
の
他
第
八
十
条

第
八
十
条
の
二
第
一
項
の
規

用
さ
れ

は
ロ
又
は
第
三
号

る
構
造
方
法
に
関
す
る
事
項

の
規
定

の
二
第
一
項
の
規

定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認

る
認
定

イ
の
規
定
に
適
合

が
適
用

定
に
適
合
す
る
こ

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

畜
舎
等

す
る
こ
と
の
確
認

さ
れ
る

と
の
確
認
に
必
要

に
必
要
な
図
書

認
定
畜

な
図
書

舎
等

第
八
十

第
八
十
条
の
二
第

第
八
十
条
の
二
第
一
項
の
規

条
の
二

一
項
の
規
定
に
適

定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

第
一
項

合
す
る
こ
と
の
確

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

条
の
二

の
規
定

認
に
必
要
な
図
書

第
二
項

そ
の
他
第
八
十
条

第
八
十
条
の
二
第
二
項
の
規

が
適
用

の
規
定

の
二
第
二
項
の
規

定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認

さ
れ
る

が
適
用

定
に
適
合
す
る
こ

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

認
定
畜

さ
れ
る

と
の
確
認
に
必
要

舎
等

認
定
畜

な
図
書

舎
等

第
八
十

第
八
十
条
の
二
第

第
八
十
条
の
二
第
二
項
の
規

条
の
二

二
項
の
規
定
に
適

定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

第
二
項

合
す
る
こ
と
の
確

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

条
の
三

の
規
定

認
に
必
要
な
図
書

の
規
定

そ
の
他
第
八
十
条

第
八
十
条
の
三
の
規
定
に
適

が
適
用

が
適
用

の
三
の
規
定
に
適

合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

さ
れ
る

さ
れ
る

合
す
る
こ
と
の
確

め
に
必
要
な
事
項

認
定
畜

認
定
畜

認
に
必
要
な
図
書

舎
等

舎
等

第
八
十

第
八
十
条
の
三
の

第
八
十
条
の
三
の
規
定
に
適

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

条
の
三

規
定
に
適
合
す
る

合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

条
の
四

の
規
定

こ
と
の
確
認
に
必

め
に
必
要
な
事
項

の
規
定

そ
の
他
第
八
十
条

第
八
十
条
の
四
の
規
定
に
適

が
適
用

要
な
図
書

が
適
用

の
四
の
規
定
に
適

合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

さ
れ
る

さ
れ
る

合
す
る
こ
と
の
確

め
に
必
要
な
事
項

認
定
畜

認
定
畜

認
に
必
要
な
図
書
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舎
等

舎
等

第
八
十

第
八
十
条
の
四
の

第
八
十
条
の
四
の
規
定
に
適

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

条
の
四

規
定
に
適
合
す
る

合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

条
の
五

の
規
定

こ
と
の
確
認
に
必

め
に
必
要
な
事
項

の
規
定

そ
の
他
第
八
十
条

第
八
十
条
の
五
の
規
定
に
適

が
適
用

要
な
図
書

が
適
用

の
五
の
規
定
に
適

合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

さ
れ
る

さ
れ
る

合
す
る
こ
と
の
確

め
に
必
要
な
事
項

認
定
畜

認
定
畜

認
に
必
要
な
図
書

舎
等

舎
等

第
八
十

第
八
十
条
の
五
の

第
八
十
条
の
五
の
規
定
に
適

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

条
の
五

規
定
に
適
合
す
る

合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

一
条
の

の
規
定

こ
と
の
確
認
に
必

め
に
必
要
な
事
項

規
定
が

そ
の
他
第
八
十
一

第
八
十
一
条
の
規
定
に
適
合

が
適
用

要
な
図
書

適
用
さ

条
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

さ
れ
る

れ
る
認

す
る
こ
と
の
確
認

に
必
要
な
事
項

認
定
畜

定
畜
舎

に
必
要
な
図
書

舎
等

等

第
八
十

第
八
十
一
条
の
規

第
八
十
一
条
の
規
定
に
適
合

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

一
条
の

定
に
適
合
す
る
こ

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

一
条
の

規
定
が

と
の
確
認
に
必
要

に
必
要
な
事
項

二
の
規

そ
の
他
第
八
十
一

第
八
十
一
条
の
二
の
規
定
に

適
用
さ

な
図
書

定
が
適

条
の
二
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

れ
る
認

用
さ
れ

適
合
す
る
こ
と
の

た
め
に
必
要
な
事
項

定
畜
舎

る
認
定

確
認
に
必
要
な
図

等

畜
舎
等

書

第
八
十

第
八
十
一
条
の
二

第
八
十
一
条
の
二
の
規
定
に

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

一
条
の

の
規
定
に
適
合
す

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

一
条
の

二
の
規

る
こ
と
の
確
認
に

た
め
に
必
要
な
事
項

三
の
規

そ
の
他
第
八
十
一

第
八
十
一
条
の
三
の
規
定
に

定
が
適

必
要
な
図
書

定
が
適

条
の
三
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
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用
さ
れ

用
さ
れ

適
合
す
る
こ
と
の

た
め
に
必
要
な
事
項

る
認
定

る
認
定

確
認
に
必
要
な
図

畜
舎
等

畜
舎
等

書

第
八
十

第
八
十
一
条
の
三

第
八
十
一
条
の
三
の
規
定
に

第
八
十

耐
火
構
造
等
の
構

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

一
条
の

の
規
定
に
適
合
す

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

二
条
の

造
詳
細
図

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造
、

三
の
規

る
こ
と
の
確
認
に

た
め
に
必
要
な
事
項

規
定
が

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

定
が
適

必
要
な
図
書

適
用
さ

用
さ
れ

れ
る
認

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

る
認
定

定
畜
舎

畜
舎
等

等

そ
の
他
第
八
十
二

第
八
十
二
条
の
規
定
に
適
合

条
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

第
八
十

耐
火
構
造
等
の
構

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

す
る
こ
と
の
確
認

に
必
要
な
事
項

二
条
の

造
詳
細
図

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造
、

に
必
要
な
図
書

規
定
が

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

適
用
さ

第
八
十

耐
火
構
造
等
の
構

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

れ
る
認

そ
の
他
第
八
十
二

第
八
十
二
条
の
規
定
に
適
合

三
条
の

造
詳
細
図

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造
、

定
畜
舎

条
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

規
定
が

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

等

す
る
こ
と
の
確
認

に
必
要
な
事
項

適
用
さ

に
必
要
な
図
書

れ
る
認

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

定
畜
舎

第
八
十

耐
火
構
造
等
の
構

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

等

そ
の
他
第
八
十
三

第
八
十
三
条
の
規
定
に
適
合

三
条
の

造
詳
細
図

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造
、

条
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

規
定
が

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

す
る
こ
と
の
確
認

に
必
要
な
事
項

適
用
さ

に
必
要
な
図
書

れ
る
認

そ
の
他
第
八
十
三

第
八
十
三
条
の
規
定
に
適
合

定
畜
舎

条
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

等

す
る
こ
と
の
確
認

に
必
要
な
事
項

三
条
の

に
必
要
な
図
書

二
の
規

そ
の
他
第
八
十
三

第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に

定
が
適

条
の
二
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
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第
八
十

第
八
十
三
条
の
二

第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に

用
さ
れ

適
合
す
る
こ
と
の

た
め
に
必
要
な
事
項

三
条
の

の
規
定
に
適
合
す

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

る
認
定

確
認
に
必
要
な
図

二
の
規

る
こ
と
の
確
認
に

た
め
に
必
要
な
事
項

畜
舎
等

書

定
が
適

必
要
な
図
書

用
さ
れ

第
八
十

耐
火
構
造
等
の
構

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

る
認
定

三
条
の

造
詳
細
図

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造
、

畜
舎
等

三
の
規

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

定
が
適

第
八
十

耐
火
構
造
等
の
構

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

用
さ
れ

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

三
条
の

造
詳
細
図

の
外
壁
及
び
軒
裏
の
構
造
、

る
認
定

三
の
規

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

畜
舎
等

そ
の
他
第
八
十
三

第
八
十
三
条
の
三
の
規
定
に

定
が
適

条
の
三
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

用
さ
れ

そ
の
他
第
八
十
三

第
八
十
三
条
の
三
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
の

た
め
に
必
要
な
事
項

る
認
定

条
の
三
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

確
認
に
必
要
な
図

畜
舎
等

適
合
す
る
こ
と
の

た
め
に
必
要
な
事
項

書

確
認
に
必
要
な
図

書

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

四
条
の

第
八
十

平
面
図

石
綿
が
添
加
さ
れ
て
い
る
部

規
定
が

石
綿
が
添
加
さ
れ
て
い
る
部

四
条
の

分

適
用
さ

分

規
定
が

れ
る
認

適
用
さ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

定
畜
舎

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

れ
る
認

以
外
の
部
分
に
つ
い
て
行
う

等

以
外
の
部
分
に
つ
い
て
行
う

定
畜
舎

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三

等

十
七
条
の
四
の
二
第
三
号
に

十
七
条
の
四
の
二
第
三
号
に

規
定
す
る
措
置

規
定
す
る
措
置

二
面
以
上
の
断
面

石
綿
が
添
加
さ
れ
て
い
る
部

二
面
以
上
の
断
面

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

図

分

図

以
外
の
部
分
に
つ
い
て
行
う

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
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増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

十
七
条
の
四
の
二
第
三
号
に

以
外
の
部
分
に
つ
い
て
行
う

規
定
す
る
措
置

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三

十
七
条
の
四
の
二
第
三
号
に

第
八
十

平
面
図

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

規
定
す
る
措
置

四
条
の

二
の
規

そ
の
他
第
八
十
四

第
八
十
四
条
の
二
の
規
定
に

第
八
十

第
八
十
四
条
の
二

第
八
十
四
条
の
二
の
規
定
に

定
が
適

条
の
二
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

四
条
の

の
規
定
に
適
合
す

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

用
さ
れ

適
合
す
る
こ
と
の

た
め
に
必
要
な
事
項

二
の
規

る
こ
と
の
確
認
に

た
め
に
必
要
な
事
項

る
認
定

確
認
に
必
要
な
図

定
が
適

必
要
な
図
書

畜
舎
等

書

用
さ
れ

る
認
定

第
八
十

平
面
図

改
築
に
係
る
部
分

畜
舎
等

五
条
の

規
定
が

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な

第
八
十

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な

適
用
さ

敷
地
の
各
部
分
の
寸
法
及
び

五
条
の

敷
地
の
各
部
分
の
寸
法
及
び

れ
る
認

算
式

規
定
が

算
式

定
畜
舎

適
用
さ

等

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な

れ
る
認

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な

畜
舎
等
の
各
部
分
の
寸
法
及

定
畜
舎

畜
舎
等
の
各
部
分
の
寸
法
及

び
算
式

等

び
算
式

第
八
十

平
面
図

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

第
八
十

第
八
十
六
条
第
二

第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定

六
条
第

行
為
に
係
る
部
分

六
条
第

項
の
規
定
に
適
合

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す

三
項
の

二
項
の

す
る
こ
と
の
確
認

る
た
め
に
必
要
な
事
項

規
定
が

規
定
が

に
必
要
な
図
書

適
用
さ

適
用
さ

れ
る
認

れ
る
認

定
畜
舎

定
畜
舎

等

等
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第
八
十

平
面
図

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

第
八
十

第
八
十
六
条
第
九

第
八
十
六
条
第
九
項
の
規
定

六
条
第

行
為
に
係
る
部
分

六
条
第

項
の
規
定
に
適
合

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す

五
項
の

九
項
の

す
る
こ
と
の
確
認

る
た
め
に
必
要
な
事
項

規
定
が

石
綿
が
添
加
さ
れ
て
い
る
部

規
定
が

に
必
要
な
図
書

適
用
さ

分

適
用
さ

れ
る
認

れ
る
認

定
畜
舎

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

定
畜
舎

等

行
為
に
係
る
部
分
以
外
の
部

等

分
に
つ
い
て
行
う
建
築
基
準

法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の

第
八
十

平
面
図

石
綿
が
添
加
さ
れ
て
い
る
部

四
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る

六
条
第

分

措
置

十
項
の

規
定
が

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

第
八
十

平
面
図

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

適
用
さ

行
為
に
係
る
部
分
以
外
の
部

六
条
第

行
為
に
係
る
部
分

れ
る
認

分
に
つ
い
て
行
う
建
築
基
準

六
項
の

定
畜
舎

法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の

規
定
が

そ
の
他
第
八
十
六

第
八
十
六
条
第
六
項
の
規
定

等

四
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る

適
用
さ

条
第
六
項
の
規
定

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す

措
置

れ
る
認

に
適
合
す
る
こ
と

る
た
め
に
必
要
な
事
項

定
畜
舎

の
確
認
に
必
要
な

二
面
以
上
の
断
面

石
綿
が
添
加
さ
れ
て
い
る
部

等

図
書

図

分

第
八
十

二
面
以
上
の
断
面

第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

七
条
第

図

構
造
方
法

行
為
に
係
る
部
分
以
外
の
部

一
項
の

分
に
つ
い
て
行
う
建
築
基
準

規
定
が

法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の

適
用
さ

四
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る

れ
る
認

措
置

定
畜
舎

等
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第
八
十

第
八
十
六
条
第
十

第
八
十
六
条
第
十
一
項
の
規

六
条
第

一
項
の
規
定
に
適

定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認

第
八
十

第
八
十
七
条
第
二

第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定

十
一
項

合
す
る
こ
と
の
確

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

七
条
第

項
の
規
定
に
適
合

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す

の
規
定

認
に
必
要
な
図
書

二
項
の

す
る
こ
と
の
確
認

る
た
め
に
必
要
な
事
項

が
適
用

規
定
が

に
必
要
な
図
書

さ
れ
る

適
用
さ

認
定
畜

れ
る
認

舎
等

定
畜
舎

等

第
八
十

二
面
以
上
の
断
面

第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

七
条
第

図

構
造
方
法

一
項
の

規
定
が

適
用
さ

れ
る
認

定
畜
舎

等第
八
十

第
八
十
七
条
第
二

第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定

七
条
第

項
の
規
定
に
適
合

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す

二
項
の

す
る
こ
と
の
確
認

る
た
め
に
必
要
な
事
項

規
定
が

に
必
要
な
図
書

適
用
さ

れ
る
認

定
畜
舎

等
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


